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株式会社 ジョブウェル　障害者就労支援事業所

ジョブウェル（指定障害者就労移行支援事業所：2317900104）
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[image: image7.emf]ジョブウェル就職者数推移（平成21年6月現在）
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9月に名古屋で開催された「障害者就職面接会」。求人企業数約250社に対し、求職障害者数は約700名でした。この数字を見るだけでも、大不況と障害者の就職の難しさを感じることが出来ます。

ジョブウェルからの面接会参加者は３名でしたが、内１名の方が一次面接の合格を頂く事ができ、現在は２次面接の準備、結果待ちとなっています。面接会へ参加しなかった方も、施設外支援・施設外就労先事業主様からの就職を頂くことができ、11月よりトライアル雇用としてスタートを予定しています。

他の利用者については、まだ就職の話題はありませんが、定期的にハローワークの利用を実施し、希望に応じて随時応募しております。ハローワーク利用者の中にも就職試験の結果待ち2名の方も見えますが、結果までは継続的な求職活動をしております。

現在、ジョブウェルを利用する方は27名となっています。就職先からの解雇や休職など、都合によるジョブウェル利用の方も増えてきています。また、様々な訓練メニューも増えてきています。施設外就労の訓練では、自主的にミーティングや反省会を開いたり、社会人としてのモラル・マナーを学び、本人達も自信をつけてきた事がとてもよく分かるようになってきました。どんなに支援をしても、どんなに力量があっても、本人の就労意欲が高くなければ就職できません。事実、ジョブウェルから就職した方達は全員がかなり高い就労意欲を持って活動していました。

就職した方のフォローアップについても、土日の余暇活動支援、就業後の面談等を実施しています。就職後の支援も定着してきています。お会いすると、皆さんとても変わったと感じさせられます。

ただ就職したいという思いだけでなく、行動力が必要です。ジョブウェルでは、今後も１人でも多くの方が就職出来るように支援させていただきます。



　　　　今年２月に開催された同「障害者就職面接会」に続き、今回（９月）も募集を辞退される企業様が

数十社ありました。この状況を受け、自身でも求人開拓の必要性を感じています。

　以下にこれまでの動きを報告するとともに、継続して求人開拓に努めたいです。

· 　９月「平成２１年度障害者・外国人雇用管理研修会」にて、講演活動。

· 　９月「リネン会社」総務課担当者様へ、資料提供と電話懇談。

· １０月「第３６回ビジネスコンベション」にて、出展企業様との懇談。他、企業様との懇談など。


施設外支援・施設外就労先や各取引先、求職活動の一つとして訓練させていただいている事業主様とは、ただ訓練の場を提供していただいている事だけに限らず、こちらからの相談・提案をさせていただいたり、逆に相談の依頼もあります。最近では、厚生労働省愛知県労働局や（独）高齢･障害者雇用支援機構よりパンフレット等で周知されてきていますが、「障害者雇用納付金制度」の一部改正、障害者雇用促進法の改正についてお話をさせていただいております。　

国や県からの通達は、現実として半年以上遅れる事も珍しくなく、情報が中々流通されません。事業主様にはこうした

話題提供を通し、一取引先だけに限らない関係とさせていただいています。今回頂いた施設外就労からの就職の話も、このような関係があったからこその結果だと感じています。

「福祉の常識は企業の非常識」という事もとても肌に感じ、とても勉強させていただいています。今後も情報の把握と提供等、事業主様との関係を大事に考えていきます。



平成19年12月に開所し、おかげさまで間も無く2周年を迎えます。そして、就労移行支援の2年間の契約が終了する方が出てきます。2年経過後の話については深く触れませんでしたが、多くの利用者の方からは質問が寄せられていました。

　まだ未確定であり、各市町村によって判断されますので分かりませんが、2年経過後については、2年間の取り組と本人の状況により、更に1年利用する事が可能となります。これにより、再び就労訓練に取り組む事が出来ますが、1年延長を前提の支援をする事無く、あくまでも2年間での訓練で就労をしてもらえるように、支援方法についても随時見直し、より早く就職できるように支援させていただきたいと思います。


シリーズ7　　各種諸制度について　　　　　　　　 

前文でも触れましたが、「障害者雇用納付金制度」の一部改正、「障害者雇用促進法の改正」など、知らなければ損をする事や、ぎりぎりになってあわてて準備する事は沢山あります。就労する上では、これらの各種法律や制度を常に把握し、改正などあればすぐに準備できるようにしなければなりません。

現在、情報を把握するための主流はインターネットになりますが、今回はお勧めのホームページをお知らせ致します。求人情報や各種諸制度は、ジョブウェルの余暇活動の一つでもあるパソコン体験学習でも見ていただいています。

下記ホームページとなりますので、参考にしていただければと思います。

・「ＡＴＡＲＩＭＡＥプロジェクト」～障害者があたり前に働けるニッポンヘ～

　http://atarimae.jp/　　　　　　　　　　　　　　　　※ＡＴＡＲＩＭＡＥプロジェクト協賛企業登録済み
・「高齢･障害者雇用支援機構」～誰もが職業を通して社会参加できる「共生社会」を目指しています。～
http://www.jeed.or.jp/
・「日本財団　ＣＳＲプラス」～企業の社会的責任のご紹介～

http://canpan.info/csr_index_view.do
・「就業に関する社会資源等」～直ぐに使える機関が掲載されています。～

http://www15.ocn.ne.jp/~life1997/gaiyou/work/wark01.htm 

第7回　「愛知県障害者自立支援対策等臨時特例基金事業」～各種補助、助成金について～　

　平成20年度に新しく始まった事業であり、対象事業主様が限られるものが多数ですが、障害者雇用等を考えている事業主様には是非考えていただきたいものがあります。それは「障害者職場実習・職場見学促進事業」の補助金です。

これは、就労移行支援事業者等から一般就労を目指す障害者の職場実習を受け入れる事業主様が、受入れのために企業内の設備の更新等を実施した場合に必要となる経費を補助していただけるものです。受け入れるためにも設備が…という事業主様の方への補助金となります。雇用、見学、実習を考えている事業主様には是非検討していただきたいと思います。※「平成２１年度　障害者職場実習促進事業取扱要領」抜粋


☆ジョブウェルでは利用者の方の安定的な工賃の支給のため、以下のような企業・団体様を探しています。

●障がい者がグループ（3名以上＋職員1名）で働く事ができる仕事場。（請け負った作業を発注先の企業・団体内で行います。）※アルバイト・職場体験のご提供も歓迎いたします。※ジョブウェルからグループにて出勤いたします。

◆この掲載内容についてのご質問など、ご不明な点がございましたら、ジョブウェルまでお問い合わせ下さい。

★平成21年10月20日現在：就職者　7名、ジョブウェル在籍者数27名。
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今後、更に3名就職予定です！！








